
 

 
 

広東省人民政府は《地方最低賃金標準調整についての通知》を発布しました。2021 年 12 月 1 日よ

り、更新後の月給標準と時給標準が施行となります。広東省の前回更新は 2018 年でした。また深セン

市人力資源局も通知を発布し、2022 年 1 月 1 日より施行するとしています。 

  

類別 

月最低賃金標準（月／元） 非全日制時給標準（時／元） 

適用地区 

旧（調整前） 新（調整後） 旧（調整前） 新（調整後） 

一類 

2100 2300 20.3 22.2 広州 

2200 2360 20.3 22.2 深セン 

二類 1720 1900 16.4 18.1 珠海、佛山、東莞、中山 

三類 1550 1720 15.3 17.0 
汕頭、惠州、江門 湛

江、肇慶 

四類 1410 1620 14.0 16.1 

韶関、河源、梅州、汕

尾、陽江、茂名、清遠、

潮州、揭陽、雲浮 

 

また、広東省人力資源社会保障局、国家税務総局広東省税務局は 2022 年 1 月 26日に企業従業

員基本養老保険の企業負担保険料率を暫定的に 15％に調整することを発布しました。2022 年 2 月か

ら施行されます。   
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